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税務訴訟資料 第２６２号－５９（順号１１９０９） 

大阪高等裁判所 平成●●年（○○）第●●号 消費税及び地方消費税更正処分取消請求控訴事件 

国側当事者・国（中京税務署長） 

平成２４年３月１６日棄却・上告 

（第一審・京都地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成●●年（○○）第●●号、平成２３

年４月２８日判決、本資料２６１号－８９・順号１１６７９） 

判 決

控訴人（１審原告） Ａ会 

同代表者会長 甲 

同訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録１、２記載のとおり 

被控訴人（１審被告） 国 

同代表者法務大臣 小川 敏夫 

処分行政庁 中京税務署長 天野 貞祐 

上記指定代理人 小山 綾子 

同 福住 豊 

同 石川 裕一 

同 上田 宏晃 

同 加藤 友見 

同 松帆 芳和 

同 松本 淳 

同 中村 嘉造 

同 石原 英之 

同 山岡 啓二 

同 上田 英毅 

主 文

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を次のとおり変更する。 

２ 処分行政庁が控訴人に対してした次の各処分（ただし、各項において部分を限定しているもの

は、当該部分に限る。）をいずれも取り消す。 

(1)ア 平成１６年５月２７日付けでした控訴人の平成１２年４月１日から平成１３年３月３１

日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の更正処分（以下「平成１２年度更正処分」と

いう。）のうち、納付すべき消費税額２９１万４８００円を超える部分及び納付すべき地方

消費税額７２万８７００円を超える部分 



2 

 イ 平成１６年５月２７日付けで平成１２年度更正処分とともにした過少申告加算税賦課決

定処分（以下「平成１２年度賦課決定処分」という。） 

(2)ア 平成１６年５月２７日付けでした控訴人の平成１３年４月１日から平成１４年３月３１

日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の更正処分（以下「平成１３年度更正処分」と

いう。）のうち、納付すべき消費税額２９７万２８００円を超える部分及び納付すべき地方

消費税額７４万３２００円を超える部分 

 イ 平成１６年５月２７日付けで平成１３年度更正処分とともにした過少申告加算税賦課決

定処分（以下「平成１３年度賦課決定処分」という。） 

(3)ア 平成１９年４月２６日付けでした控訴人の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１

日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の更正処分（以下「平成１５年度更正処分」と

いう。）のうち、納付すべき消費税額３１５万１０００円を超える部分及び納付すべき地方

消費税額７８万７７００円を超える部分 

 イ 平成１９年４月２６日付けで平成１５年度更正処分とともにした過少申告加算税賦課決

定処分（以下「平成１５年度賦課決定処分」という。） 

(4)ア 平成１９年４月２６日付けでした控訴人の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１

日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の更正処分（以下「平成１６年度更正処分」と

いう。）のうち、納付すべき消費税額２９１万７２００円を超える部分及び納付すべき地方

消費税額７２万９３００円を超える部分 

 イ 平成１９年４月２６日付けで平成１６年度更正処分とともにした過少申告加算税賦課決

定処分（以下「平成１６年度賦課決定処分」という。） 

(5)ア 平成１９年４月２６日付けでした控訴人の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１

日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の更正処分（以下「平成１７年度更正処分」と

いう。）のうち、納付すべき消費税額２８４万円を超える部分及び納付すべき地方消費税額

７１万円を超える部分 

 イ 平成１９年４月２６日付けで平成１７年度更正処分とともにした過少申告加算税賦課決

定処分（以下「平成１７年度賦課決定処分」という。）（以下、平成１２年度更正処分、平成

１３年度更正処分、平成１５年度更正処分、平成１６年度更正処分及び平成１７年度更正処

分を合わせて「本件各更正処分」といい、「平成１２年度賦課決定処分」、「平成１３年度賦

課決定処分」、「平成１５年度賦課決定処分」、「平成１６年度賦課決定処分」及び「平成１７

年度賦課決定処分」を合わせて「本件各賦課決定処分」という。） 

３ 訴訟費用は第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

 本件は、控訴人が、消費税及び地方消費税に係る本件各更正処分は課税対象にならないものに

ついても課税しているから、本件各更正処分のうち、当該課税をしている部分は違法であるとし

て、その取消しを求めるとともに、控訴人は上記部分以外については確定申告を行っているから、

過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分も違法であるとして、その取消しを求めた事案である。 

 原審は、控訴人の請求のうち、控訴人が更正の請求という手続を経ずに、更正処分のうち確定

申告額を超えない部分について処分の取消しを求めている部分については、訴えの利益を欠き、

不適法であるとして却下し、その余の部分については請求を全て棄却した。そこで控訴人が控訴
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の趣旨記載のとおりの判決を求めて控訴した。 

したがって、控訴の対象は、原審が本案に基づく判断をした部分に限定され、原審にて却下の

対象になった部分は控訴の対象とされていない。 

２ 前提事実及び関係法令の定め等は、原判決の「事実及び理由」第２の１、２記載のとおりであ

るから、これを引用する。ただし、以下のとおり補正する。 

(1) 原判決１７頁１９行目から２３行目までを、以下のとおり改める。 

 「消費税法に基づく消費税は、導入当時の基本的な仕組みは概略次のとおりであるとされて

いたものである。 

① 消費に広く薄く課税

消費税は、特定の物品、サービスに課税する個別消費税とは異なり、消費に広く薄く負担

を求めるという観点から、金融取引、資本取引などのほか、医療、福祉、教育の一部を除き、

ほとんどすべての国内取引や外国貨物を課税対象として課税される間接税である。 

② 消費者に転嫁し、税の累積を排除

消費税は、事業者に負担を求めるのではなく、税金分は事業者の販売する物品やサービス

の価格に上乗せされ、次々に転嫁され、最終的には消費者に負担を求める税である。また、

清算、流通の各段階で二重三重に税が課されることのないよう、売上げに係る消費税額から

仕入れに係る消費税額を控除し、税が累積しないような仕組みが採られている。」 

(2) 原判決１８頁３行目の「存在しないが、」の次に「租税実務においては、」を加え、同頁７

行目、９行目及び１５行目の各「解される。」を「解されている。」と改める。 

３ 本件の争点は、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の適法性である。 

 具体的には、控訴人が収受する以下の各金員について、消費税法４条１項、２８条１項の課税

対象になるか否か、すなわち、これら金員が「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸

付け並びに役務の提供」（同法２条１項８号「資産等の譲渡」）における対価（２８条１項）に該

当するかという点である。 

(1) 本件各受任事件負担金（争点(1)） 

(2) ２３条照会手数料（争点(2)） 

(3) 本件各事務委託金（争点(3)） 

(4) 司法修習委託金（争点(4)） 

４ 当事者の主張 

 （当審における控訴人の主張については、第３「当裁判所の判断」の中で適宜触れる。） 

(1) 消費税の課税要件としての「資産等の譲渡（本件においては役務の提供）」における「対価」

に該当するか否かの判断基準（各争点の前提） 

原判決の「事実及び理由」第２の４(1)（原告の主張）アないしウ、及び、（被告の主張）ア

ないしウ記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、２７頁４行目文頭から７行目「解

される。」までを、「上記２(1)のような消費税の性格や、消費税法において採用されている立

法政策の内容からすると、役務の提供の対価として消費税の課税対象となる経済的利益（金銭

を含む。以下同じ。）に当たるかどうかの判断は、ある特定された具体的役務の提供と収受さ

れた経済的利益との間に条件関係があるか否かで判断するほかないものと解される。」と改め

る。 

(2) 争点(1)（本件各受任事件負担金）について 
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原判決の「事実及び理由」第２の４(2)（被告の主張）アないしオ、及び、（原告の主張）ア

ないしオ記載のとおりであるから、これを引用する。 

(3) 争点(2)（２３条照会手数料）について 

原判決の「事実及び理由」第２の４(3)（被告の主張）アないしウ、及び、（原告の主張）ア

ないしウ記載のとおりであるから、これを引用する。 

(4) 争点(3)（本件各事務委託金）について 

原判決の「事実及び理由」第２の４(4)（被告の主張）アないしウ、及び、（原告の主張）記

載のとおりであるから、これを引用する。 

(5) 争点(4)（司法修習委託金）について 

原判決の「事実及び理由」第２の４(5)（被告の主張）ア、イ、及び、（原告の主張）アない

しウ記載のとおりであるから、これを引用する。 

第３ 当裁判所の判断 

 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、以下のとおりである。 

１ 消費税法上の「対価」の意義の解釈について 

(1) 現在我が国が採用している消費税については、導入当時の基本的な仕組みは第２の２で補

正の上引用した原判決の「事実及び理由」第２の２(1)記載のとおりであるとされていた。現

在も、税率等手続面の変更は格別、税の役割及び基本的趣旨は変動していない。 

そして、課税については、消費税法により、「国内において事業者が行った資産の譲渡等に

は、この法律により、消費税を課する」（４条１項）とされ、「資産の譲渡等」とは、「事業と

して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供（代物弁済による資産の譲渡

その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政

令で定めるものを含む。）をいう」（２条１項８号）とされる。納税義務者は、課税資産の譲渡

等を行った事業者であり（５条１項）、課税資産等の譲渡等に係る消費税の課税標準は、「課税

資産の譲渡等の対価の額（対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若

しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び

当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとす

る。）」とし、「ただし、法人が資産を第４条第４項第２号に規定する役員に譲渡した場合にお

いて、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価

額に相当する金額をその対価の額とみなす」（２８条１項）とされている。 

 なお、消費税基本通達５－１－２は、「法第２条第１項第８号（資産の譲渡等の意義）に規

定する「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」とは、資産の譲渡及び

貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいうから、無償による資産の譲渡及

び貸付け並びに役務の提供は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。」としているが（乙

３）、ここで「対価を得て行われる」という文言を「・・・に対して反対給付を受ける」とい

う意味に解しているのは、いわば同義語で言い換えたものであるということができる。 

(2) 以上の制度趣旨及び消費税法の規定からすれば、本来、消費税は広く薄く課税対象を設定

し、最終的に消費者への転嫁が予定されている税であるから、事業者が収受する経済的利益が、

消費税の課税要件としての「資産等の譲渡（本件においては役務の提供）」における対価に該

当するためには、事業者が行った当該個別具体的な役務提供との間に、少なくとも対応関係が

ある、すなわち、当該具体的な役務提供があることを条件として、当該経済的利益が収受され
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るといい得ることを必要とするものの、それ以上の要件は法には要求されていないと考えられ

る。この点につき、被控訴人は同趣旨の主張をしており、控訴人も、少なくともそのような関

係の存在、すなわち収入と役務の提供等との間に具体的かつ直接的な対応関係があること（関

連性ないし結合性。ただし、その関連性は、単なる条件的因果関係、あるいは、全体的、抽象

的な対応関係では足りないとする。）が必要であると主張する。一方で、控訴人は、そのほか

にも、対価であるかどうかの検討において重要な要素として、後述の任意性及び同等性を挙げ

る。しかし、前述のとおり、本来、消費税の課税対象は広く設定されることが予定されている

のであって、法の定めにない、対象を限定するような何らかの要素が必要かどうかという点に

ついては慎重に判断する必要がある。 

(3) 控訴人は、消費税の課税対象となる対価であると評価されるためには、前述した個別具体

的役務の提供との関連性のほかに、必ずしも必要条件ではないにせよ、まず、収受される経済

的利益が自由な市場における価格決定の対象になっていることが基本的要素である（以下「任

意性」という。）とし、さらに、当該提供された役務と収受された経済的利益が同等の経済的

価値を持つことも基本的要素である（以下「同等性」という。）と主張するので、各争点の判

断に入る前に、その点について以下検討する。 

ア 任意性について 

 控訴人は、市場取引こそ消費税の基本的な課税対象であるとし、市場外取引は消費税の課

税対象ではなく、その裏付けとして、いわゆるＷの受信料については、その価格決定や徴収

につき当事者間の合意に基づいたものではなく、したがって任意性がないために課税要件か

ら外れているところを特に政策的に課税の対象にしたもの（消費税法２条１項８号、同施行

令２条１項５号）であると主張する。 

 しかし、同施行令２条が「対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供

に類する行為」として定めるものは、消費税法４条４項のように、本来明らかに課税要件に

該当しないものを特に対価を得て資産の譲渡が行われたものとみなして課税対象にしたも

のとはいえないし、元来、Ｗ放送とその受信料には、受信設備の設置によって契約締結が義

務付けられることや、その価格についても多くの特殊性があるといえることから、対価を得

て行われる役務の提供に該当することを確認的に定めたものと解することができる。むしろ、

価格決定が当事者の任意で行われるわけではない附合契約や一方的な価格決定が行われる

ものについても、転嫁が可能なほどに個別具体的な役務の提供と結びついている場合には、

法は消費税の課税対象とする趣旨であると考えられる。 

前述の制度趣旨及び法の規定からすれば、消費税の課税対象を自由取引によって形成され

た価格に限定する必要も理由もない。任意性という要素は、控訴人も自認するとおり、少な

くとも消費税の対価性の要件ないし要件に準ずるものとはいえず、その点が欠けるという理

由で一般的に対価であることを否定されるべきものでもない。 

イ 同等性について 

 控訴人は、当該役務と経済的利益は同等の経済的価値を持つべきで、それが存在しなけれ

ば終局的には関連性が認められないという趣旨で、同等性は、対価性判断の上で、重要な基

本的要素であると主張する。 

 しかし、前掲の消費税法２８条１項ただし書の規定は、明らかに、課税標準（対価の額）

が経済的な利益の額そのままであることを前提とした規定であり、また、実質的にも、現実
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の価値の大小というあいまいな概念を、最も明確であるべき課税要件の判断を大きく左右す

る要素として持ち込むことは妥当でない。同等性という要素は、少なくとも、要件ないし要

件に準ずるものとして要求されているものではないことは明らかである。 

ウ 弁護士会の会費に該当するとの主張について 

 付言すると、控訴人は、本件各事務委託金及び２３条照会手数料については、各金員が控

訴人の会費に該当するから、対価性が否定される旨の主張をしている。しかし、上記のとお

り、消費税の対価性の判断要件として任意性が要求されているとは解されず、会費が強制的

に徴収されるものであるという一事をもって、課税要件を満たさないという判断はできない。

消費税法基本通達５－５－３も、会費であることから直ちに対価性を否定しているものでは

ない。 

 一般的に、会費というだけでは、その発生する前提条件が明らかになるものではなく、し

たがって、何らかの役務の提供と関連性があるのか、また、関連性がある場合に提供される

役務の内容等も全く明らかにならないので、対価性の検討において、本件各金員が会費に該

当するか否かを判断する必要はない。 

２ 争点(1)（本件各受任事件負担金）について 

(1) 認定できる事実は、原判決の「事実及び理由」第３の２(1)のとおりであるので、これを引

用する。 

(2) 検討 

ア 原判決の「事実及び理由」第３の２(2)ア(ア)(イ)記載のとおりであるから、以下のとお

り補正の上、これを引用する。 

(ア) 原判決６０頁１２行目の「相談者等」の前に、「具体的に」を加える。 

(イ) 原判決６１頁４行目から７行目までを、次のとおり改める。 

 「(ウ) 結局、各弁護士は、控訴人の事務処理という役務の提供によって受任の機会を

得たため、本件各受任事件負担金を支払うこととされているものということができ、当該

具体的役務の提供と本件各受任事件負担金との間には対応関係があるということができ

るので、本件各受任事件負担金は当該役務の提供の対価であるということができる。」 

イ 控訴人の主張について 

(ア) 控訴人は、本件各センターは、セッティング業務や名簿登載者への連絡などを行うに

すぎず、事件の受任の過程に本件各センターが直接関与することはないので、担当弁護士

が行う事件受任などの業務とは全く質の異なる事務を行うにすぎない以上、本件各受任事

件負担金は、本件各センターの行う事務に対する反対給付としての性質は有していないと

いう趣旨の主張をしている。また、名簿登載等の事務処理は一般消費者のために行ってい

るものであって、弁護士の利益のために行っているものではないとも主張する。 

 確かに、担当弁護士の事件受任の過程に本件各センターは直接関与しない。しかし、上

記アのとおり、控訴人の行う事務処理の結果、弁護士が受任の機会を得たといい得る以上、

控訴人の当該役務提供との対応関係が認められるといえる。また、各当事者に、役務提供

や受任機会を得ることについて、営利目的がないとしても同様である。 

(イ) さらに控訴人は、機会の提供が役務の提供であるとすると、事件を受任しなくても役

務の提供がされていることになり、その場合にも反対給付がなければ論理的に整合しない

とか、たまたま事件を受任した担当弁護士のみから受任事件負担金を徴収したとしても、
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それは機会の提供と直接的、具体的に関連する反対給付とはいえないなどと主張する。 

しかし、事件を受任する機会を得た弁護士のうち、どのような条件を満たした者から、

いくら徴収するかという点は、単に、徴収の条件を、機会提供を受けた弁護士の中で、現

実の受任に至り、一定の報酬を得た者に限定しているという徴収方法（政策）の問題にす

ぎないというべきである。控訴人の役務提供、すなわち機会提供自体を全く受けていない

者が徴収されていない以上は、徴収された金員は当該役務提供と対応関係があるというこ

とができる。 

(ウ) 以上のとおり、控訴人の主張はいずれも採用できない。 

(3) 小括 

 以上によれば、本件各受任事件負担金は、当該具体的役務の提供に対して受ける対価である

ということができる。したがって、当該役務の提供は課税対象である「国内において事業者が

行つた資産の譲渡等」（消費税法４条１項）に該当し、よって、当該役務の提供は課税対象と

なり、本件各受任事件負担金は課税取引の対価であり課税標準となるとして本件各更正処分が

された点に、違法はない。 

３ 争点(2)（２３条照会手数料）について 

(1) 認定できる事実は、原判決の「事実及び理由」第３の３(1)のとおりであるので、これを引

用する。 

(2) 検討 

ア 原判決の「事実及び理由」第３の３(2)記載のとおりであるので、これを引用する。ただ

し、原判決６５頁２行目の「そうすると、」から、４行目の「いうことができる。」までを、

「そうすると、２３条照会手数料は、照会に係る事務という控訴人の具体的な役務の提供が

あるからこそ支払われているものであって、当該特定の具体的役務の提供との対応関係を有

するものということができる。」と補正する。 

イ 控訴人の主張について 

(ア) 控訴人は、２３条照会の手続は、消費税法２条１項８号の「事業として」行われたと

はいえない旨主張する。 

しかし、租税実務によれば、法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そ

のすべてが「事業として」行われる取引に該当するものと解されていること（消費税法基

本通達５－１－１）、２３条照会の手続に関する事務も、広く労力、技術、サービス等を

第三者に提供することをいうものと解されている（消費税法基本通達５－５－１）役務の

提供に該当するといえることによれば、控訴人が公益法人である以上、控訴人の事業性は、

これを認めることができる。上記主張は失当である。 

(イ) 控訴人は、２３条照会において控訴人と各弁護士との間には委託・受託関係がないと

か、控訴人には２３条照会により利潤を得ようとする動機がないとか、手数料が同額であ

ることなどを、対価性が否定される理由の一つとする趣旨の主張をしている。また、個々

の弁護士は２３条照会によって反射的利益を受けるにすぎないのであって、個々の弁護士

に対する控訴人の役務提供は観念できない旨主張する。 

 しかし、２３条照会の事務は、弁護士会である控訴人しか行い得ないもので、照会を申

し出た会員が、本来は自分でできる事務を控訴人に委託して行ってもらったという関係に

はないとしても、これによって、２３条照会手数料が照会事務を行ったことに対して交付
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されるという対応関係が否定されるものではなく、２３条照会手数料が利潤を得るための

ものであるかどうか、手数料が定額であることなども、対価性の有無の判断には関係しな

い。 

 また、控訴人の指摘する裁判例（東京高裁平成２２年９月２９日判決・判時２１０５号

１１頁）において、２３条照会によって個々の弁護士が受ける利益が反射的利益であると

判断されているのは、照会先との関係においてであって、控訴人と個々の照会を申し出た

弁護士の間においては、個々の弁護士が照会事務という個別的な役務の提供を受けること

を前提に、２３条照会手数料を支払っているといい得るので、具体的な照会事務との間に

上記のような対応関係があることは明らかである。 

(ウ) 以上のとおり、控訴人の主張はいずれも採用できない。 

(3) 小括 

 以上によれば、２３条照会手数料は、特定の役務の提供に対して受ける経済的利益、すなわ

ち、対価であるということができる。したがって、当該役務の提供は課税対象である「国内に

おいて事業者が行つた資産の譲渡等」（消費税法４条１項）に該当し、よって、当該役務の提

供は課税対象となり、２３条照会手数料は課税取引の対価であり課税標準となるとして本件各

更正処分がされた点に、違法はない。 

４ 争点(3)（本件各事務委託金）について 

(1) 認定できる事実は、原判決の「事実及び理由」第３の４(1)記載のとおりであるから、これ

を引用する。 

(2) 検討 

ア 本件組合の関係 

原判決の「事実及び理由」第３の４(2)ア(ア)(イ)記載のとおりであるので、これを引用

する。 

イ 本件協会の関係 

原判決の「事実及び理由」第３の４(2)イ(ア)(イ)記載のとおりであるので、これを引用

する。 

ウ 本件組合の事務についても、本件協会の事務についても、控訴人は、控訴人の職員が本件

組合又は本件協会に出向して行っているものであって、事務委託ではなく、控訴人職員の出

向であり、本件各事務委託金は、出向に係る給料相当額として支給されたものである旨主張

する。そして、出向か請負委任かの区別は労務遂行の指揮監督の所在で決定すべきであると

し、契約書の標題や委託条項の記載文言などの形式は考慮すべきでないと主張する。しかし、

労働法上は、他の企業の労働力を利用する局面において、労働者の利益が不当に害されるこ

とのないように、業務委託請負と出向を峻別する必要性があるものであるが、本件における

本件各事務委託金の消費税法上の対価性の判断は、結局、本件各事務委託金が、一般に消費

税の対象にならないとされている給与に該当するか否か（すなわち、労働者の労務の提供に

対する実質的な対価と評価できるか否か）という問題に帰着する。そして、その判断におい

ては、労務遂行の指揮監督の所在を含め、契約書の標題や委託条項の記載文言、会計上の処

理等、当事者の意思を推認できる事情は全て考慮に入れるべきであり、本件においては、控

訴人及び本件組合等が、ことさらに実体と異なる形式を採用していると考える理由もない。 

したがって、控訴人の主張は採用できない。 
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(3) 小括 

 以上によれば、本件各事務委託金は、具体的役務の提供に対して収受される金員であり、そ

の役務の提供は対価を得て行われたものであるということができる。したがって、当該役務の

提供は課税対象である「国内において事業者が行つた資産の譲渡等」（消費税法４条１項）に

該当し、よって、当該役務の提供が課税対象となり、本件各事務委託金を課税取引の対価であ

り課税標準となるとして本件各更正処分がされた点に、違法はない。 

５ 争点(4)（司法修習委託金）について 

(1) 認定できる事実は、原判決の「事実及び理由」第３の５(1)のとおりであるから、これを引

用する。 

(2) 検討 

ア(ア) 司法修習委託金については、次のような特徴がある。 

ａ 司法修習委託金を支払うか否か及びその金額については、控訴人と司法研修所や最高

裁判所、国との間で合意されるものではなく、予算として一方から示達されるだけであ

って、控訴人は、これについて決定する権限を一切有していない。 

ｂ 司法修習委託金を支払う旨の定めは、法律にも、最高裁判所規則である司法修習生に

関する規則にも存在せず、司法研修所事務局発行の「司法修習生の修習に関する事務便

覧」（乙３４）において、司法研修所における予算に係る事務処理として、控訴人など

の弁護士会に司法修習委託金を支払うこととされているにすぎない。 

(イ) 上記(ア)ａのような特徴に加え、上記(1)で引用した原判決の「事実及び理由」第３

の５(1)エなどの事情によれば、司法修習委託金は、これまで検討してきた本件各受任事

件負担金、２３条照会手数料及び本件各事務委託金とは異なり、控訴人の内部でその構成

員の総体的意思として決定されたと捉え得る控訴人の規程・規則等に基づくものとして説

明することはできない。さらに、司法修習委託金は、上記(ア)ｂのとおり、国の予算に係

る事務処理として支払われるものである。 

(ウ) 控訴人は、司法修習制度につき、単なる最高裁判所の業務ではなく、法曹三者全体の

業務として維持運営されてきたのであるとし、司法修習委託金についても、弁護士会自身

が法制度上負担する責務を遂行するに際して最高裁判所から一方的に支給される、特定の

政策目的の実現を図るための給付金であると主張する。 

イ(ア) 確かに、司法修習制度は我が国の法曹制度及び法曹養成制度の基礎を形成する重要な

制度として、法曹三者の協力により、維持・運営されてきたものである。しかし、司法修

習については、裁判所法、司法修習生に関する規則等によれば、最高裁判所によって設置

された司法研修所によって司法修習生の修習に関する事務が取り扱われ（同法１４条）、

司法修習生は最高裁判所が採用し、司法修習生に所定の事由があるときは最高裁判所が罷

免することができ（同法６６条、６８条）、司法研修所長は、修習の全期間を通じて、修

習に関しては、司法修習生を統轄する（司法修習生に関する規則１条）ものとされている

のであって、控訴人は、司法研修所長から弁護実務修習の委託を受け（原判決の「事実及

び理由」第３の５(1)ア）、実際に、同(1)ウ(イ)記載の各年度において、弁護実務修習を

実施しているということができる。そうすると、上記司法修習制度の枠組みからすれば、

控訴人などの弁護士会は、現実の弁護実務修習を行うという具体的な役務を、司法研修所、

ひいては最高裁判所、国に対して、提供したものであることが認められ、弁護士会自身の
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特定の政策目的を実現させる業務の遂行とは異なるものということができる。したがって、

司法修習委託金を、特定の政策目的を実現させるための給付金（消費税法基本通達５－２

－１５）と同視することはできない。 

(イ) そして、司法修習委託金は、上記(1)で引用した原判決の「事実及び理由」第３の５(1)

イのとおり、弁護実務修習の指導に要する経費に充てることをその使途とすることが明ら

かであり、控訴人などの弁護士会が弁護実務修習の委託を受けてこれを実施したからこそ

支払われるものであって、弁護実務修習という個別具体的な役務の提供と司法修習委託金

の間には、対応関係があるということができる。 

(ウ) また、消費税法施行令２条により、負担付き贈与による資産の譲渡や（同条１項１号）、

土地収用法等に基づく所有権等の権利の収用に際して補償金を取得した場合（同条２項）

も、課税対象となるとされていることに加え、消費税は、消費全体に広く薄く税負担を求

めることを目的とするものであることなどからすると、「その金額が対応する資産の譲渡

や役務の提供の客観的価値よりも低いと考えられるような金員」や、「一方当事者が支払

の有無やその金額を決定できるような金員」についても、上記の消費税法基本通達５－２

－１５の規定するような給付金であるといえるような場合等でない限りは、資産の譲渡や

役務の提供に対する対価であるとするのが、法の趣旨であると解される。 

ウ なお、控訴人は、最高裁判所は、司法修習委託金が消費税の課税対象ではない旨判断して

いると主張しているところ、確かに、上記(1)で引用した原判決の「事実及び理由」第３の

５(1)ウ(イ)の金額の推移に照らすと、予算の示達の場面において、司法研修所ひいては最

高裁判所は、司法修習委託金を消費税の課税対象と意識していなかったようにもうかがわれ

るけれども、そのことと対価性の有無の判断には直接の関係はないから、この点からも、上

記の判断は左右されない。 

(3) 小括 

以上のとおりであるから、司法修習委託金は、個別具体的な役務の提供に対応して収受され

る金員であるので、対価性があり、その役務の提供は対価を得て行われたものであるというこ

とができる。したがって、当該役務の提供は課税対象である「国内において事業者が行つた資

産の譲渡等」（消費税法４条１項）に該当し、よって、当該役務の提供が課税対象となり、司

法修習委託金は課税取引の対価であり課税標準となるとして本件各更正処分がされた点に、違

法はない。 

６ まとめ 

以上の検討結果によれば、本件各更正処分は、その算出された税額も含め違法はなく、いずれ

も適法である。したがって、控訴人の行った各確定申告も過少申告であったことになり、これに

基づいてされた本件各賦課決定処分も、その算出された税額も含め違法はなく、いずれも適法で

ある。 

第４ 結論 

 よって、控訴人の請求は理由がなく、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却し、主文のとお

り判決する。 

大阪高等裁判所第８民事部 

裁判長裁判官 小松 一雄 
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   裁判官 遠藤 曜子 

   裁判官 平井 健一郎 
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別紙 

 

代理人目録１ 

 

同訴訟代理人弁護士 塚本 誠一 

同         水野 武夫 

同         山村 忠夫 

同         谷口 忠武 

同         松浦 正弘 

同         山名 隆男 

同         三重 利典 

同         藤田 正樹 

同         浜垣 真也 

同         森田 雅之 

同         川口 直也 

同         田辺 保雄 

同         田中 茂 

同         長野 浩三 

同         石川 泰久 

同         矢野 計介 

同         四方 奨 

同         藤井 慎哉 

同         宮﨑 純一 

同         戸田 洋平 
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別紙 

代理人目録２ 

番号 氏名 所属 事務所〒 事務所住所 事務所電話 事務所FAX 在職年度 Ｐ役職 

1 鬼追 明夫 

2 久保井 一匡

3 本林 徹 

4 宮﨑 誠 

5 吉岡 桂輔 

6 飯田 隆 

7 杉﨑 茂 

8 久保田 嘉信

9 小寺 一矢 

10 松本 光寿 

11 川副 正敏 

12 松坂 英明 

13 伊藤 誠一 

14 木村 清志 

15 下河邉 和彦

16 吉成 昌之 

17 細田 初男 

18 松本 新太郎

19 村上 文男 

20 津村 健太郎

21 吉田 良尚 

22 氏家 和男 

23 山本 剛嗣 

24 村越 進 

25 庭山 正一郎

26 木村 良二 

27 上野 勝 

28 村山 晃 

29 田川 章次 

30 福島 康夫 



14 

31 角山 正        

32 小寺 正史        

33 足立 勇人        

34 畑 守人        

35 有田 佳秀        

36 細井 土夫        

37 武井 康年        

38 藤本 明        

39 行田 博文        

40 若旅 一夫        

41 栃木 敏明        

42 高木 光春        

43 金子 武嗣        

44 道上 明        

45 田邊 宜克        

46 我妻 崇        

47 向井 諭        

48 山本 洋一郎        

 


